
赤城大沼包括占用区域における基本ルール 

 

Ⅰ 包括占用区域における使用ルール策定における基本事項 

１ 県立赤城公園内にあり、本市の重要な観光資源であることから、自然環境を後世に守り伝えるため、

環境破壊につながる行為は禁止事項とする。 

(1) 大沼に廃油やその他油脂類、薬品等を流入させない。 

(2) 大沼が汚染される恐れのある汚水、汚物等を流入させない。 

 

２ 大沼は、夏期においても水温が低く、また表面水と深層水の温度差が大きいことから、落水による事

故等が発生した場合、重大な事故に発展する危険があることから、基本的に遊泳禁止とする。 

 

３ 占用区域の利用にあたり、何人もごみ、その他廃棄物等を投棄、放置してはならない。仮置きも認め

ない。 

 

４ 占用区域内に存在する権利等は、それぞれが有する規約等を尊重する。 

※水利権、漁業権、河川占用取得物件、不定期船航路等 

 

５ 占用区域内でのテントの設営及びバーベキューなどの火気の使用は認めない。 

 

Ⅱ 持ち込み船等による湖面利用のルール 

１ 一般遊船の持ち込み利用が可能な期間と時間 

利用期間  ６月１日から１０月３１日まで 

利用時間  午前９時から午後３時 

なお、終了時刻までには上陸し、完全な撤収を完了すること。 

２ 利用区域 

赤城大沼漁業協同組合が定める進入禁止区域、不定期船航路以外の指定する区域 

 

３ 持ち込みできる船数の上限 

 湖上に出船できる船数は、一日あたり２０隻を上限とする。 

 

４ 乗り入れ場所 

大洞地区に所在する赤城大沼遊船組合加盟の事業者が管理している桟橋とし、それ以外の場所から

の出船は認めない。 

（事業者：バンディ塩原、柴田テント、青木別館、大沼山荘） 

※乗り入れ船の確認を行うため、桟橋ごとに１日当たり５隻の割り当てとし、受付、出船、撤収を

行う。５隻を超えた場合には、他事業者と連絡協議の上、出船場所を決定する。 

 

５ 持ち込みできる船 

カヌーまたはカヤック 

※動力系のボート・アクティビティや、ゴム、ビニール製の船または類似するもの等は持ち込まな

い。 



 

６ 乗船人員 

定員２名以内の船とし、乗員の乗り換えは可能とする。ただし、船上での乗り換えは危険を伴うた

め禁止とする。 

 

７ 協力金 

 大沼の環境保全、安全対策、桟橋等の維持管理費用に充当するため、協力金を徴収する。 

 一般の遊船   一隻当たり１，０００円 

 釣りに供する船 一隻当たり３，０００円 

 

８ 持ち込み手続き 

(1) 使用者は、原則として前日までに予約をする。団体での申し込みは受け付けない。 

(2) 管理員は、当日は各桟橋の受付窓口にて、使用者の本人確認及び船種の確認を行い、使用者   

は使用者受付簿に必要事項を記入する。 

(3) 使用者は、手続きの確認後、手続き済の目印として識別旗を船に取り付けし、出船する。 

(4) 使用者は、出船した桟橋に必ず帰還することとし、帰還したときには必ずその旨を管理員に   

報告する。管理員は、帰還の報告を受けたら、その時刻を記録する。 

(5) 使用者は、釣りを目的として出船する場合には、赤城大沼漁業協同組合の規則に従う。 

 

９ 遊船における管理責任 

(1) 持ち込み船による遊船については、公共水域の自由使用であることから、すべての行為は自  

己責任のもとに使用する。 

(2) 管理員は、指定区域、禁止区域及び危険区域の周知及びパトロールを行う。 

(3) 管理員は、気象、その他出船が不適切と認められる場合には、遊船を中止または制限することが

できる。 

(4) 使用者は、管理員の指示に従わなければならない。 

 

１０ 出船・遊船に係る禁止事項等 

(1) ライフジャケットの未着用 

(2) 飲酒、その他意識障害等が認められる状態 

(3) 故意による衝突や危険行為 

(4) 船上からの遊泳 

(5) 公序良俗を乱す行為 

(6) 未成年者の単独での出船 

(7) 遊覧モーターボートの航路内に侵入すること 

(8) その他管理員が不適切と判断する場合 

 

１１ 事故等防止の協力 

(1) 管理員は、遊船状況を巡視し、必要な指示等を行う。 

(2) 管理員は、管理上必要に応じて動力ボートを使用できる。 

(3) 使用者は、他の出船者の事故等に結び付く行為を発見した場合には、速やかに管理員に報告する。 



 

１２ 事故発生時の対応 

(1) 使用者は、他の出船者が事故等に遭遇、目撃した場合には、速やかに管理員に報告するととも

に、人命救助への協力を行う。 

(2) 管理員は、地元船遊事業者による事故対策組織をもって速やかに対応するとともに、警察、  

消防への通報、また河川管理者である群馬県、包括占用者である前橋市へ連絡する。 

 

１３ 使用状況等の報告 

(1) 管理員は、業務で知り得た個人情報を他者に知らせたり、不当に使用してはならない。 

(2) 管理員は、出船等が記録された使用者カードを３年間保存するとともに、毎年使用期間終了後に

は当該期間の使用、指導、事故、その他必要と思われる事項を記録した月報を前橋市に報告す

る。また、徴収した協力金の実績、アンケート調査等の報告を行う。 


